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○
地
域
再
生
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
政
令
第
百
五
十
一
号
）

一
部
改
正

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
政
令
第
百
十
七
号

一
部
改
正

平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
政
令
第
三
百
五
十
三
号

地
域
再
生
法
施
行
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

地
域
再
生
法
施
行
令

内
閣
は
、
地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
三
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
交
付
金
の
配
分
計
画
の
作
成
）

、

（

「

」

。
）

（

「

」

第
一
条

内
閣
総
理
大
臣
は

地
域
再
生
法

以
下

法

と
い
う

第
十
九
条
第
一
項
の
交
付
金

以
下
単
に

交
付
金

と
い
う

を
充
て
て
行
う
事
業
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
配
分
計
画
を

同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
交
付
金
の

。
）

、

種
類
ご
と
に
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
各
号
に
定
め
る
各
大
臣
が
交
付
の
事
務
を
行
う
こ
と
と
な
る
交
付
金
の
額
を
明

ら
か
に
し
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
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２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
配
分
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
第
四
条
各
号
に
定
め
る
大
臣
と

協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

（
交
付
金
の
交
付
の
申
請
）

第
二
条

交
付
金
は

認
定
地
域
再
生
計
画

法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
地
域
再
生
計
画
を
い
う

に
記
載
さ
れ
て

、

（

。
）

い
る
法
第
五
条
第
二
項
第
四
号
の
計
画
期
間
の
う
ち
交
付
金
を
充
て
て
次
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
施
設
の
整
備
を
行
お
う

と
す
る
年
度
ご
と
に

認
定
地
方
公
共
団
体

法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
地
方
公
共
団
体
を
い
う

の
申
請
に
基

、

（

。
）

づ
き
、
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
交
付
金
を
充
て
て
整
備
す
る
施
設
）

第
三
条

法
第
十
九
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
交
付
金
の
種
類
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め

る
施
設
と
す
る
。

一

道
整
備
交
付
金

市
町
村
道
、
広
域
農
道
又
は
林
道

二

汚
水
処
理
施
設
整
備
交
付
金

公
共
下
水
道
、
集
落
排
水
施
設
（
農
業
集
落
排
水
施
設
及
び
漁
業
集
落
排
水
施
設
に
限

る
。
次
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ

）
又
は
浄
化
槽

。
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三

港
整
備
交
付
金

地
方
港
湾
の
港
湾
施
設
又
は
第
一
種
漁
港
の
漁
港
施
設

２

交
付
金
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
交
付
金
の
種
類
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
施
設
の
二
以
上
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ

る
交
付
金
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
規
定
す
る
港
湾
施
設
及
び
漁
港
施
設
）
を
総
合
的
に
整
備
す
る
事
業
に
要
す
る
経
費
に
充

て
る
場
合
に
限
り
、
交
付
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
交
付
の
事
務
の
区
分
）

第
四
条

法
第
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
交
付
の
事
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
大
臣

が
行
う
。

一

法
第
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
施
設
の
整
備
で
主
と
し
て
農
道
又
は
林
道
に
係
る
も
の
、
同
項
第
二
号
に
規

定
す
る
施
設
の
整
備
で
主
と
し
て
集
落
排
水
施
設
に
係
る
も
の
及
び
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
施
設
の
整
備
で
主
と
し
て

漁
港
施
設
に
係
る
も
の
に
関
す
る
交
付
の
事
務

農
林
水
産
大
臣

二

法
第
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
施
設
の
整
備
で
主
と
し
て
道
路
に
係
る
も
の
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
施

設
の
整
備
で
主
と
し
て
下
水
道
に
係
る
も
の
及
び
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
施
設
の
整
備
で
主
と
し
て
港
湾
施
設
に
係
る

も
の
に
関
す
る
交
付
の
事
務

国
土
交
通
大
臣
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三

法
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
施
設
の
整
備
で
主
と
し
て
浄
化
槽
に
係
る
も
の
に
関
す
る
交
付
の
事
務

環

境
大
臣

附

則

抄

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
政
令
第
百
十
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日
政
令
第
三
百
五
十
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十

年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


